
 

                                                                                           

          令和４年度 

                                                                                              

  

 

     適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入について 

 

◆インボイス制度とは 

適格請求書等保存方式（インボイス制度）は、売り手から適格請求書等（インボイス）が交付されている仕入れ

や経費の支払い（課税仕入れ）だけが、申告時にその消費税を税額計算に算入できる仕組みです（図表１）。イン

ボイスがない課税仕入れは、その消費税額を控除できませんので、消費税の納税額が増えることになります。イン

ボイス制度導入により一定期間は、インボイスがない課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除で

きる経過措置が設けられています。 
 

◆適格請求書発行事業者の登録手続き 

適格請求書発行事業者になるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。登録申

請書は、原則令和５年３月３１日までに登録申請が必要です。 
 

◆インボイス制度の導入で予想されること 

【課税事業者の場合】 

仕入先や業務の下請け先などがインボイスを発行できない免税事業者の場合は、自身の消費税の納税額が増える

可能性があります（後述の簡易課税を選択している場合は増えません）。 
 

【免税事業者の場合】 

販売先や請負業務の元請け先などがインボイスの交付を求める課税事業者の場合は、インボイスを発行できない

ことで取引を見直される恐れがあります（販売先が消費者であればインボイスは求められません） 
 

◆免税事業者が検討するべきポイント 

 ①インボイス発行事業者になるか否か 

㋐課税事業者を選択してインボイス発行事業者になる 
 

㋑免税事業者のままでいる（インボイスは発行できません） 
 

②課税事業者を選択したら、どのように消費税を記帳して納税するか 

㋐一般課税（原則）で申告する 

一般課税では、図表１のとおり、課税売上げにかかった消費税

から実際に課税仕入れにかかった消費税を差し引き、納付税額を

計算します。売上げ、仕入れや経費の支払いなどについて課税や

非課税などの税区分、税率を記帳します。 
 

㋑簡易課税（特例）で申告する 

簡易課税は、課税売上げにかかった消費税に事業区分に応じ

たみなし仕入れ率をかけた金額を課税仕入れにかかった消費税

額とみなす簡易な方法です（図表２、図表３）。 

その年（課税期間）の前々年（基準期間）の課税売上高が５

千万円以下の事業者は、税務署に消費税簡易課税選択届出書を

提出して適用することができます。簡易課税を選択すると課税

仕入れにかかるインボイスの保存が不要になります。記帳は、

課税売上げについてのみ、事業区分などや税率を記録します。 

 

 

 

 

 

 １０月３日の理事会で承認を受け、下記の方々に会員加入いただきました。よろしくお願いします。 

地 区 氏 名 業 種 事業所名 地 区 氏 名 業 種 事業所名 

下東野 シディク・ウメル 自動車販売業 ｳﾒﾙﾐﾙｻﾞ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（同） 池 野 森嶋 幸久 機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業 森嶋ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

下東野 藤井惠美子 食品製造業 （同）三藤 本 郷 樋口 通子 著述・芸術家業 - 

 

『無料法律相談会のご案内』 

売上回収・取引契約、消費者からのクレームをはじめ、労働者・労働契約、賃金・労働時間、事業承継・相続など

さまざまな法律問題に対して、「誰に相談してよいのか？」「どうしたらよいのか？」とお困りになったことはありま

せんか。 

岐阜県商工会連合会では、県内にて商工業を営む小規模事業者の皆さまが、直接、弁護士と相談できる無料法律相

談会を下記により開設いたします。ご利用にあたっては、池田町商工会へご相談ください。 

日  程 時  間 場  所 講  師 

令和４年１１月１５日（火） 13：00～17：00 OKBふれあい会館または zoomオンライン相談 かな口 崇 弁護士 

令和４年１２月 ６日（火） 13：00～17：00 OKBふれあい会館または zoomオンライン相談 かな口 崇 弁護士 

令和４年１２月２０日（火） 13：00～17：00 OKBふれあい会館または zoomオンライン相談 南  圭一 弁護士 
 

 

       池田町商工会ホームページについて 
 

 池田町商工会では、ホームページ内で国・県・町の施策や各種セミナーなど随時情報を更新して

おりますので、ぜひご活用ください。（https://www.gifushoko.or.jp/ikeda/） 
 

                                金 利 情 報（日本政策金融公庫）    令和 4年 10月 31日現在 

制 度 名 利率(年) 貸付限度額 貸付期間 備     考 

マ ル 経 １．１３％ 2,000万円 
運転 7年以内(据置 1年以内) 

設備 10年以内(据置 2年以内) 

無担保・無保証人 

商工会長の推薦が必要 

普通貸付 ※ 4,800万円 
運転 5年以内(据置 1年以内) 

設備 10年以内(据置 2年以内) 

※お使いみち、ご返済期間･担保･保証

人の有無によって異なる利率が適用さ

れます。 

 

行 事 予 定 

 

 

 

 

 

 

 
☆商工会員さんの事業所名、住所、代表者名などに変更があった場合はお早めにご連絡ください☆ 

池田町商工会 

会員数 ５６５名（R４.１０.３１現在） 

TEL45-8000  FAX45-8186 

E-mail：ikeda@ml.gifushoko.or.jp 

行  事 

  １１月１１日（金）：事業計画策定セミナー 

１１月１６日（水）：インボイス制度対策 個別相談会 

１１月１７日（木）：女性部西美濃さくら苑清掃奉仕活動・例会 

１１月２１日（月）：事業計画策定 個別相談会 

１１月２５日（金）：インボイス制度対策 個別相談会 

１１月２９日（火）：事業計画策定 個別相談会 

税 務 会員加入 

経 営 

金 融 

情 報 

https://www.gifushoko.or.jp/ikeda/

